
令和７年度　市出資法人への業務委託のうち限度額を超えた随意契約一覧（100万円以上）

No 契約先 契約名
契約締結日
（期間）

契約金額（円・税込） 随意契約理由 所管課
地方自治法施行令
適用条項

1 一般社団法人　狛江まちみらいラボ エリアプラットフォーム活動等支援業務委託 R7.4.25 3,000,000

　本業務は、令和７年１月に策定された「こまえ-エキマチビジョン」に基づ
き、狛江駅周辺エリアにおける空間活用のプレイヤー間ネットワークの構築や、
まちづくり人材の育成を図る「エキマチカイギ」を軸に、地域の活動団体間の連
携やデータ活用に向けた基盤整備などの支援を行うことを目的としています。ま
た、本法人は、令和５年10月にエリアプラットフォーム「狛江えきまち会議」を
設立した際に、この会議の事務局機能などの中心的な役割を担い、狛江駅北口周
辺エリアの強み・弱みや課題・展望などを整理した未来ビジョン骨子案を取りま
とめました。令和７年度には、１月に策定した「こまえ-エキマチビジョン」
（狛江駅北口周辺エリア 未来ビジョン）に基づき、エキマチカイギを軸に地域
の活動団体間の連携やデータ活用に向けた基盤整備などの支援を行う予定です。
　以上のことから、本法人は狛江市との関係性、設立目的の公共性、本業務の理
解度などを総合的に勘案し、本法人以外に当該事業を適切に履行できる事業者は
ないと判断しています。

未来戦略室 第167条の２第１項第２号

2 一般社団法人　狛江まちみらいラボ ほこみちPR及び歩行者空間環境整備委託 R7.5.12 3,000,000

　本業務は、道路管理者等と連携し、狛江駅北口周辺の市道に導入した歩行者利
便増進道路制度（以下「ほこみち」といいます）のPRを行うとともに、ほこみち
エリアを中心とした歩行者空間の環境整備による快適性の維持・向上を図ること
を目的としております。また、ほこみちの運用を開始するにあたり、一般社団法
人狛江まちみらいラボ（以下「本法人」といいます）がほこみち対象エリアの一
括した道路占用許可を受けています。本法人の狛江市との関係性、設立目的の公
共性、本業務の理解度等を総合的に勘案し、本法人以外に当該事業を適切に履行
できる事業者はいないと判断しています。

未来戦略室 第167条の２第１項第２号

3 一般社団法人　狛江まちみらいラボ 狛江市スマートシティ推進業務委託 R7.4.1 40,039,200

　一般社団法人　狛江まちみらいラボ（以下「本法人」という）は、市が100％
出資する法人であり、設立時の社員は市および狛江市商工会となっています。本
法人は、狛江市の持続可能な地域経営に繋がる好循環の創出に資する事業を行う
ことを目的として設立された法人であり、その役割は公共的であるといえ、狛江
市における官民連携の共創プラットフォームとして、地域の個人や団体、行政な
どとともに、住民起点による地域課題や生活課題の抽出とその解決に取り組むこ
とを一つの事業領域としています。また、市が求めるまちづくりを実現する法人
でもあります。
　本委託事業は、令和５年度から３か年の計画で、「地域コミュニティ」、「環
境エネルギーと地域振興」、「防災と見える化」をテーマとし、住民のアイデア
提案と意見共有を促進し、住民参加型のスマートシティを推進することを目的と
しています。本法人に委託することで、最大限の効果が期待でき、本法人の公共
性や事業効果、市の実情、地域、市の事業などに対する理解度を総合的に勘案し
た結果、本法人以外に当該事業を適切に履行できる事業者はいないと判断してい
ます。

情報政策課 第167条の２第１項第２号

4 一般財団法人　狛江市文化振興事業団 令和７年度「音楽の街－狛江」推進事業委託 R7.4.1 4,112,000

　「音楽の街－狛江」推進事業は、従前より一般財団法人狛江市文化振興事業団
に委託されており、この間、市民等で構成される「音楽の街－狛江」構想推進委
員会を中心に、「駅前ライブ」や「学校公演」、「子育てコンサート」などを開
催してきました。そのほか、地域のイベント等とも連携し、地域に根差した音楽
文化の振興に努めてきました。
　本事業を円滑かつ効果的に実施するために、市内の音楽家等とのネットワーク
を持ち、市内の学校や保育園等との信頼関係も充分に構築されています。

地域活性課 第167条の２第１項第２号

5 一般財団法人　狛江市文化振興事業団 令和７年度「絵手紙発祥の地－狛江」推進事業委託 R7.4.1 1,623,000

　「絵手紙発祥の地－狛江」推進事業は、従前より一般財団法人狛江市文化振興
事業団に委託しています。この間、市民などで構成される「絵手紙発祥の地－狛
江」実行委員会を中心に、「絵手紙ひろば」や「絵手紙教室」を開催してきたほ
か、「絵手紙街角ギャラリー」や「絵手紙駅ナカギャラリー」として、市内の店
舗や事業者とも連携し、地域に根差した活動を重ねてきました。
　本事業を円滑かつ効果的に実施するにあたり、絵手紙文化の振興に関する地域
とのネットワークを持ち、地域の店舗や事業者との信頼関係も十分に構築されて
います。

地域活性課 第167条の２第１項第２号


